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大
　
谷
　
敏
　
夫

　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
同
流
中
興
と
は
清
末
に
お
け
る
同
胞
帝
の
統
治
時
期
（
一
八
六

二
－
ヒ
四
）
に
、
十
五
年
に
亘
る
太
平
天
国
の
乱
が
終
息
し
、
そ

の
一
方
で
は
乱
中
に
発
生
し
た
第
二
次
阿
片
戦
争
敗
北
に
よ
る
天

津
・
北
京
条
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
清
朝
が
内
外
と

も
一
時
的
に
平
穏
と
な
っ
て
中
興
が
実
現
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い

る
。
こ
の
期
は
対
外
的
に
は
協
調
路
線
を
取
り
、
欧
米
の
進
ん
だ

軍
事
・
産
業
技
術
を
導
入
し
て
近
代
企
業
を
設
立
し
、
自
強
を
図

る
一
方
で
は
、
太
平
天
国
や
総
軍
に
よ
っ
て
こ
わ
さ
れ
た
地
域
の

復
興
を
推
進
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
為
に
は
、

正
統
儒
学
を
尊
崇
し
て
、
思
想
的
に
も
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と

が
目
標
と
さ
れ
た
。
こ
れ
が
所
謂
「
中
体
西
用
論
」
で
あ
る
が
、

当
初
は
中
体
を
強
調
す
る
清
議
派
が
政
界
の
中
枢
に
お
り
、
洋
務

論
は
あ
く
ま
で
そ
れ
を
補
完
す
る
程
度
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
こ
の
時
期
内
治
が
外
政
に
優
先
す
る
考
え
方
は
、
依
然

と
し
て
主
流
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
期
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
そ
の
後

の
清
朝
の
内
治
・
外
交
を
検
証
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
こ
の
時
期
の
研
究
は
、
漢
人
官
僚
が
推
進
し
た
欧
米
の
軍
事
・

産
業
技
術
の
導
入
と
近
代
企
業
の
設
立
と
い
っ
た
洋
務
面
に
集
中

し
て
い
る
。
こ
の
同
じ
漢
人
官
僚
が
内
政
改
革
を
ど
の
よ
う
に
推

進
し
た
か
と
い
う
研
究
は
意
外
に
少
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
等
漢
人
官
僚
が
太
平
天
国
の
乱
を
鎮
圧
し

た
こ
と
か
ら
反
革
命
派
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
遠

因
か
お
る
。
し
か
し
彼
等
は
太
平
天
国
と
の
対
決
の
中
で
地
域
の

復
興
を
図
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
政
策
が
そ
の
後
の
内
政
改

革
の
基
本
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
内
政
改
革
の
目
的
は
民

生
の
安
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
吏
治
の
粛
清
を
進
め
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
小
論
は
こ
の
内
政
改
革
の
課
題
と
さ
れ
て
い
た
も

の
を
取
り
あ
げ
、
こ
の
時
代
の
実
情
を
検
証
し
よ
う
と
思
う
も
の

で
あ
る
。
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一
　
同
治
中
興
期
の
内
政

　
同
治
中
興
十
三
年
間
の
行
政
を
検
証
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず

こ
の
時
期
の
内
政
を
枢
廷
の
対
応
か
ら
見
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の

理
由
は
そ
の
対
応
の
中
に
内
政
問
題
が
い
か
に
処
理
さ
れ
て
い
た

か
輪
郭
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
同
治
中
興
の
始
ま
り
は
、
一
八

六
〇
（
咸
豊
十
年
）
咸
豊
帝
が
英
仏
連
合
軍
に
よ
る
北
京
進
撃
の

た
め
熱
河
に
の
が
れ
、
北
京
に
残
留
し
て
い
た
恭
親
王
突
訴
が
同

年
九
月
英
仏
と
北
京
条
約
を
結
ん
だ
時
点
か
ら
で
あ
る
。
同
年
十

二
月
に
は
総
理
各
国
通
商
事
務
衛
門
が
設
立
さ
れ
、
恭
親
王
は
そ

の
責
任
者
と
な
っ
て
外
交
事
務
を
処
理
す
る
よ
う
に
な
る
。
翌
年

七
月
咸
豊
帝
が
熱
河
で
崩
ず
る
と
、
幼
帝
同
治
帝
を
囲
か
粛
順
・

載
垣
・
端
華
等
の
一
派
と
恭
親
王
派
と
に
分
裂
し
、
主
導
権
争
い

が
起
る
が
、
同
治
帝
の
生
母
西
太
后
は
、
恭
親
王
を
議
政
王
大

匝
・
軍
機
処
行
走
と
し
、
そ
の
協
力
の
も
と
に
、
粛
順
一
派
を
倒

し
、
東
太
后
と
共
に
垂
廉
政
治
を
始
め
た
。

　
こ
の
状
態
は
同
治
帝
が
親
政
を
始
め
る
同
治
十
二
年
ま
で
続
く

の
で
あ
る
。
当
初
恭
親
王
は
議
政
王
大
臣
・
軍
機
処
行
走
と
し
て
、

垂
廉
政
治
を
支
え
る
第
一
人
者
で
あ
っ
た
が
、
同
治
四
年
三
月
、

突
如
議
政
権
を
削
奪
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
直
接
の
動
機
は

西
太
后
の
宦
官
で
あ
る
太
監
安
得
海
の
嫉
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

を
契
機
に
醇
郡
王
突
謳
等
が
奏
諌
し
た
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
同
治

政
局
の
火
つ
け
役
と
な
っ
た
上
疏
を
し
た
の
は
、
編
修
蔡
寿
騏
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
上
司
に
当
る
内
閣
大
学
士
倭
仁
、
周
祖
培
が
合

同
し
て
訊
問
し
、
こ
の
上
疏
は
因
な
き
も
の
で
な
い
と
し
て
恭
親

王
は
懲
誠
に
当
る
と
し
、
そ
の
旨
を
西
太
后
に
伝
え
、
そ
の
結
果

罷
斥
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
蔡
の
上
疏
の
中
に
蔀
煥
と
劉
蓉
の
行
賄
黄
縁
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
劉
蓉
は
重
荷
を
挟
み
て
内
に

重
任
を
廣
け
、
黄
縁
を
善
く
し
て
外
は
封
疆
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
劉
蓉
は
曾
国
藩
と
同
郷
の
出
身
で
あ
り
、

書
生
か
ら
湘
軍
に
入
り
、
破
格
の
昇
任
に
よ
っ
て
こ
の
当
時
陳
西

巡
撫
の
職
に
あ
っ
た
。
こ
の
昇
任
に
つ
い
て
は
、
同
治
元
年
に
蒋

稀
齢
に
よ
っ
て
名
器
を
慎
む
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
時
は
劉
蓉
が
四
川
省
絲
州
の
太
平
軍
の
囲
い
を
と
い
た
と

い
う
功
績
で
知
府
か
ら
布
政
使
に
昇
任
し
た
点
が
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
た
。
こ
れ
は
推
薦
者
四
川
総
督
駱
秉
章
の
と
り
な
し
も
あ
り
、

容
認
さ
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
蔡
１
　
組
の
劉
蓉
参
劾
に
つ
い
て
は
、
倭
仁
等
は
調
査

の
結
果
、
語
に
過
当
多
く
、
敬
慎
に
乖
く
有
る
と
の
行
政
処
分
と

し
た
が
、
映
西
巡
撫
の
職
は
留
任
と
し
た
。
そ
の
一
方
で
蔡
寿
祓
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に
つ
い
て
は
、
駱
秉
章
の
上
奏
に
よ
る
と
、
四
川
省
時
に
招
拡
の

各
款
か
お
り
、
そ
の
中
で
檀
に
郷
勇
を
調
し
、
匪
目
を
収
招
す

る
に
及
ぶ
と
の
罪
状
か
お
る
と
の
こ
と
で
、
官
職
を
削
奪
さ
れ
、

杖
八
十
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
一
連
の
経
緯
の
中

で
倭
仁
の
と
っ
た
処
置
で
あ
る
。
劉
蓉
は
蔡
か
ら
罪
を
摘
発
さ
れ

た
際
に
、
同
郷
の
曾
囚
藩
に
手
紙
を
書
き
助
け
を
求
め
て
い
る
。

曾
国
藩
は
そ
の
返
書
の
中
で

　
陳
蔡
の
阪
、
来
書
指
す
る
所
、
敞
處
も
亦
略
ぼ
聞
す
る
所
有
り
。
大
約

　
義
理
の
学
を
講
じ
て
崇
高
の
位
に
居
社
は
、
則
ち
読
書
、
知
人
、
暁
事

　
の
三
者
は
一
を
闘
く
も
不
可
な
り
。
某
公
読
書
本
よ
り
倹
な
り
。
而
し

　
て
又
人
を
知
ら
ず
、
事
に
眺
な
ら
ず
、
流
弊
一
た
び
此
に
至
る
。
吾
茶

　
も
亦
頗
る
清
望
を
負
ふ
も
、
尤
も
此
三
者
に
於
て
猛
省
し
、
而
し
て
之

　
を
精
求
せ
ざ
る
能
は
ず
。

と
の
べ
、
自
ら
の
反
省
も
こ
め
て
蔡
の
上
司
倭
仁
に
も
読
書
だ
け

で
な
く
人
を
知
る
こ
と
と
事
に
暁
か
な
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ

の
上
で
恐
ら
く
曾
は
倭
仁
に
対
し
劉
の
人
物
を
保
障
し
、
罪
の
軽

減
を
要
請
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
倭
仁
は
同
店
元
年
同
治
帝
の
老
師
と
な
り
、
正
学
を
尊
崇
す
る

清
議
派
の
中
心
人
物
で
も
あ
っ
た
。
又
同
年
戸
部
尚
書
に
な
り
全

囚
の
財
政
を
掌
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
倭
仁
は
曽
国
藩
と
共
に
、

湖
南
出
身
の
朱
子
学
者
、
唐
鑑
の
教
え
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、

曾
国
藩
と
も
親
交
が
深
か
っ
た
。
曾
国
藩
は
同
治
元
年
、
雨
江
総

督
、
協
辨
大
学
士
と
し
て
四
省
軍
務
を
統
轄
す
る
と
共
に
、
中
央

行
政
に
も
参
画
す
る
権
限
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
倭
仁
と
曾

国
藩
は
行
政
面
で
も
親
密
な
関
係
を
保
持
し
、
曾
国
藩
の
要
請
を

受
け
て
、
江
浙
七
府
一
州
の
漕
糧
賦
税
の
減
免
を
行
っ
た
。
蔡
の

奏
諌
の
際
に
両
者
が
歩
み
寄
っ
て
難
局
を
の
り
こ
え
た
の
も
、
こ

の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
同
治
四
年
の
政
局
を
ま
と
め
る
と
、
西
太
后
が
専
権
を
強
化
す

る
と
共
に
、
恭
親
工
の
政
府
部
内
で
の
権
限
は
後
退
し
、
醇
郡
工

の
発
言
権
が
増
加
す
る
。
倭
仁
等
の
清
議
派
を
重
用
し
て
思
想
面
、

行
政
面
で
の
体
制
維
持
を
図
る
。
対
外
政
策
で
は
恭
親
工
を
代
表

と
し
て
曾
囚
藩
・
李
鴻
章
等
の
４
　
務
に
関
心
を
有
す
る
官
僚
に
当

ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
又
曾
・
李
に
対
し
て
は
、
太
平
天
国
鎮
圧

後
ら
残
存
す
る
捻
軍
鎮
圧
に
も
関
与
さ
せ
て
い
る
。
捻
軍
は
咸
豊

三
年
か
ら
同
価
七
年
に
か
け
て
、
洛
北
地
方
を
中
心
と
し
て
反
乱

を
く
り
か
え
し
て
い
た
。
こ
の
鎮
圧
に
当
っ
た
の
が
主
に
曾
国
藩

輩
下
の
湘
軍
と
李
鴻
章
輩
下
の
淮
軍
で
あ
る
。
こ
れ
等
湘
軍
・
淮

軍
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
郷
村
に
組
織
さ
れ
た
1
1
練
で
あ
っ
た
。

一
方
捻
軍
は
郷
村
に
お
け
る
没
落
農
民
の
内
で
秘
密
結
社
に
組
織

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
太
平
天
国
の
よ
う
な
宗
教
的
性
格
は
な

く
む
し
ろ
游
侠
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
又
捻
軍
と
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規
を
一
に
し
て
反
乱
を
起
し
た
苗
浦
霖
の
よ
う
な
土
豪
的
性
格
を

も
っ
か
人
物
も
い
た
。
こ
れ
等
人
物
の
中
に
は
官
の
招
撫
が
あ
る

と
、
そ
れ
を
受
け
い
れ
る
者
も
お
り
流
動
的
な
面
も
あ
っ
た
。

　
同
治
五
年
恭
親
工
は
京
師
同
文
館
に
天
文
算
学
館
を
添
設
す
る

こ
と
を
奏
請
し
、
大
学
士
倭
仁
に
よ
っ
て
反
論
さ
れ
る
。
京
師
同

文
館
は
同
治
元
年
総
理
衛
門
の
付
属
機
関
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
洋
書
を
翻
訳
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
こ
の

同
文
館
に
夷
人
を
延
聘
し
て
天
文
算
学
を
教
習
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
が
、
倭
仁
は

　
天
文
算
学
、
益
を
為
す
こ
と
甚
だ
微
な
り
。
西
人
の
正
途
を
教
習
す
る

　
は
、
損
す
る
所
甚
だ
大
な
り
。
…
…
…
立
国
の
道
、
礼
義
を
尚
び
、
権

　
謀
を
尚
ば
す
。
根
本
の
圖
は
、
人
心
に
在
り
て
技
芸
に
在
ら
ず
。

と
の
べ
、
正
学
を
尊
崇
す
る
立
場
か
ら
反
対
す
る
。
当
時
倭
仁
と

同
列
の
祁
垢
藻
、
周
祖
培
等
が
相
つ
い
で
死
亡
し
、
倭
が
第
一

人
者
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
倭
仁
の
反
対
論
に
対
し
て
曾
囚
藩
、

李
鴻
章
等
は
、
局
外
の
議
論
で
も
っ
て
筒
中
の
事
機
を
決
す
る
も

の
で
あ
る
と
賛
同
し
て
い
な
い
。
清
江
で
は
倭
仁
を
総
理
衛
門
で

の
同
文
館
事
を
管
理
す
る
よ
う
に
命
ず
る
が
、
疾
を
も
っ
て
辞
退

す
る
。
そ
の
一
方
で
９
　
国
藩
、
李
鴻
章
は
一
層
外
囚
の
軍
事
、
産

某
技
術
導
人
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
同
年
曾
は
金
陵
書
局
を
創
立

し
、
翌
同
治
六
年
に
は
李
鴻
章
は
金
陵
機
器
筒
を
設
立
す
る
。
同

治
し
年
に
な
る
と
曾
国
藩
は
武
英
殿
大
学
士
、
直
隷
総
督
に
調
任

さ
れ
、
李
鴻
章
は
協
弁
大
学
士
、
湖
広
総
督
に
な
る
。
同
治
九
年

天
津
教
案
が
発
生
す
る
と
、
郡
子
突
謳
、
倭
仁
、
曾
国
藩
等
は
基

本
的
に
洋
人
を
追
放
す
る
策
を
実
施
す
る
。
こ
の
間
刺
殺
さ
れ
た

両
江
総
督
馬
新
胎
に
代
っ
て
曾
国
藩
が
そ
の
任
に
復
帰
し
、
李
鴻

章
が
直
隷
総
督
に
調
任
す
る
。
同
治
十
年
、
倭
仁
が
病
死
し
、
十

一
年
に
は
曾
国
藩
も
病
死
し
て
、
こ
こ
に
李
鴻
章
が
漢
人
官
僚
の

第
一
人
者
と
な
る
。
李
は
こ
の
年
上
海
に
輪
船
招
商
局
を
設
け
、

官
督
民
弁
の
企
業
の
設
立
に
尽
力
す
る
。
一
方
同
年
突
謳
は
、
醇

親
王
と
な
り
、
名
実
共
に
宮
廷
内
の
第
一
人
者
と
な
る
。
そ
れ
と

共
に
、
醇
親
王
の
子
載
脂
が
同
治
の
後
継
者
と
な
り
、
同
治
の
死

後
、
両
宮
皇
太
后
の
垂
廉
政
治
が
復
活
す
る
。
恭
親
王
は
郡
王
に

降
下
さ
れ
親
工
世
襲
権
を
革
去
さ
れ
る
。
以
上
が
同
治
十
三
年
間

の
枢
廷
の
動
静
で
あ
る
。
同
治
中
興
は
当
初
枢
廷
が
巨
僚
に
自
由

に
意
見
を
具
申
さ
廿
、
内
政
の
諸
問
題
を
蒐
集
す
る
事
が
ら
始
め

た
。
こ
こ
か
ら
当
初
提
示
さ
れ
た
問
題
は
こ
の
期
間
何
度
も
取
り

あ
げ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。

二
　
同
治
初
期
の
中
興
策

同
治
元
年
、
前
任
順
天
府
尹
の
蒋
埼
齢
が
中
興
十
二
策
を
上
奏
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す
る
。
そ
れ
は
去
年
十
月
の
上
諭
に
、
中
外
臣
工
の
奏
事
の
責
あ

る
者
に
対
し
て
用
人
行
政
の
一
切
の
事
宜
に
お
い
て
事
実
に
基
づ

い
て
直
陳
せ
よ
と
の
諭
旨
を
受
け
て
の
事
で
あ
っ
た
。
去
年
十
月

と
は
西
太
后
・
恭
親
王
一
派
が
粛
順
一
派
を
打
倒
し
て
、
同
治
帝

を
即
位
さ
せ
た
後
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
政
府
は
行
政
の
刷
新
を
図

る
た
め
に
広
く
内
外
の
官
僚
に
意
見
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
応
じ
て
ま
ず
上
奏
し
た
の
が
蒋
で
あ
っ
た
。
蒋
は
占
よ
り
国
家

の
安
危
治
乱
は
、
言
路
の
通
が
寒
が
れ
た
か
ど
う
か
に
あ
る
と
し

こ
の
上
諭
に
感
動
す
る
。
そ
し
て
先
年
の
北
京
条
約
の
締
結
を
国

の
恥
辱
と
し
、
臥
薪
言
謄
の
境
に
あ
る
が
、
目
下
憂
う
る
所
は
敵

国
外
患
よ
り
は
内
政
に
あ
る
と
し
、
当
面
の
課
題
と
し
て
次
の
十

二
策
を
あ
げ
て
い
る
。
旧
政
本
を
端
す
、
川
粉
飾
を
除
く
、
㈲

賢
能
を
任
ず
、
旧
言
路
を
開
く
、
㈲
民
隠
を
郎
か
、
㈲
吏
治
を

整
う
、
口
軍
実
を
箇
る
、
㈲
戒
行
を
詰
す
、
剛
名
器
を
慎
む
、

㈲
旗
僕
を
邱
か
、
㈲
順
風
を
挽
す
、
㈲
正
学
を
崇
ぶ
で
あ
る
。

　
こ
の
内
川
～
剛
は
専
ら
咸
豊
年
間
に
お
け
る
軍
機
大
臣
穆
彰
阿

の
言
論
抑
圧
を
と
り
あ
げ
、
政
務
の
最
高
機
関
で
あ
る
軍
機
・
内

閣
が
言
論
を
重
視
す
る
こ
と
を
提
示
し
、
そ
れ
を
恭
親
王
に
求
め

て
い
る
。
そ
の
為
に
は
賢
能
の
士
を
積
極
的
に
登
用
す
べ
き
だ
と

い
う
。
こ
こ
で
祁
焉
藻
・
翁
心
存
を
枢
密
に
襄
賛
さ
せ
る
こ
と
、

倭
仁
・
李
衆
階
を
師
儒
に
任
ず
る
こ
と
、
工
慶
雲
に
度
支
を
莞
ど

ら
せ
る
こ
と
、
工
茂
蔭
を
台
垣
の
長
に
任
ず
る
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
祁
寓
藻
は
道
光
年
間
よ
り
軍
機
大
臣
で
あ
り
、
穆
彰
阿
と
対

立
し
て
い
た
が
、
同
治
元
年
大
学
士
・
礼
部
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

翁
心
存
は
咸
豊
年
間
戸
部
尚
書
に
な
っ
た
が
、
載
垣
・
粛
順
等
と

対
立
し
一
時
辞
職
し
て
い
た
が
、
同
治
元
年
工
部
尚
書
に
復
職
し

た
。
こ
の
両
人
共
、
倭
仁
・
李
常
階
と
共
に
師
儒
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

蒋
は
㈲
で
康
煕
の
程
朱
の
学
を
尊
重
し
た
気
風
を
取
り
あ
げ
、
今

で
は
よ
き
宋
学
者
で
あ
る
倭
仁
・
李
常
階
に
そ
れ
を
普
及
さ
せ
る

責
務
を
も
た
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

　
　
　
三
　
津
貼
、
抽
麓
、
勧
損

　
次
に
蒋
の
中
興
策
に
お
け
る
民
隠
を
郎
む
の
問
題
で
あ
る
。
民

隠
と
は
人
民
の
苫
し
み
を
言
う
が
、
そ
の
民
隠
と
し
て
あ
げ
た
も

の
は
津
貼
、
絹
納
、
箆
金
て
あ
る
。
津
貼
と
は
地
方
の
役
所
で
在

来
の
経
費
の
不
足
分
を
補
足
す
る
為
に
民
か
ら
臨
時
税
を
徴
収
し

た
も
の
で
あ
り
、
当
時
四
川
だ
け
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ

て
い
た
が
、
按
糧
加
派
と
い
う
こ
と
で
は
、
各
省
に
も
津
貼
と
異

な
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
抽
趨
と
は
国
内
通
行
の
貨
物
に

対
し
て
各
省
の
交
通
の
要
所
で
特
別
税
を
徴
収
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
は
太
平
天
国
の
乱
発
生
後
の
咸
豊
三
年
に
雷
以
誠
の
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上
奏
で
実
施
さ
れ
、
江
蘇
か
ら
浙
江
、
福
建
、
江
西
、
湖
北
、
広

西
へ
と
全
国
的
に
拡
大
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
勧
川
と
は
民

に
名
目
的
に
官
職
を
与
え
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
金
銭
や
穀
物

の
寄
付
を
勧
め
る
こ
と
を
い
う
が
、
こ
れ
は
半
ば
強
制
的
な
も
の

に
な
っ
て
い
た
。
蒋
は
こ
れ
等
の
徴
収
こ
そ
良
民
を
賊
に
お
い
や

る
悪
政
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
か
ら
そ
の
不
正
徴
収
を
遂
行

す
る
不
肖
の
官
吏
こ
そ
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が

こ
の
不
肖
の
官
吏
を
監
督
す
る
責
任
の
あ
る
１
　
撫
が
贈
物
を
受
け

取
り
、
そ
の
多
寡
に
よ
っ
て
官
吏
の
功
績
と
し
て
の
優
劣
を
き
め

た
り
す
る
か
ら
不
正
は
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
本
朝
家
法
、
愛
民
を
以
て
本
と
為
す
。
度
支
拙
な
り
と
雖
も
、
加
賦
を
肯

　
ぜ
ず
。
然
れ
ど
も
津
貼
加
派
の
如
古
を
見
る
に
、
亦
即
ち
加
賦
の
別
名

　
な
り
。
勧
川
・
抽
飽
は
加
賦
に
非
ら
ず
と
雖
も
、
而
し
て
害
更
に
加
賦

　
よ
り
甚
だ
し
。
蓋
し
加
賦
は
糧
畝
に
根
し
、
猶
お
定
額
有
り
。
川
勧
全
く

　
依
柿
な
け
れ
ば
、
意
を
以
て
為
す
可
し
。
抽
飽
の
貨
物
、
具
は
目
前
に
在

　
り
、
侵
呑
限
有
り
。
勧
損
の
産
業
、
人
に
由
り
指
報
す
。
弊
混
窮
り
無
し
。

　
三
者
之
れ
均
し
く
苛
政
な
る
も
、
勧
川
尤
も
最
虐
為
り
。
之
を
勧
め
て

　
従
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
脅
す
る
に
威
を
以
で
す
。
之
を
脅
し
て
遂
げ
ざ
れ

　
ば
、
則
ち
陥
い
る
る
に
法
を
以
て
す
。
甚
し
き
は
或
い
は
証
ふ
る
に
通

　
賊
を
以
て
し
、
授
意
計
告
し
、
沌
禁
挫
皓
す
。
紳
宦
士
類
、
区
別
す
る

　
所
無
く
、
催
辱
折
磨
し
、
必
ず
欲
す
る
所
を
遂
げ
て
、
而
る
後
に
已
む

　
と
雖
も
、
究
竟
焦
爛
の
絲
り
、
獲
る
所
幾
何
ぞ
。
之
を
以
て
軍
を
助
く

　
る
に
、
太
倉
の
一
粒
に
類
す
る
酎
り
。
而
し
て
民
生
重
困
し
、
言
ふ
に

　
忍
び
ざ
る
所
に
し
て
、
富
民
転
っ
て
窮
民
と
為
り
、
窮
民
去
っ
て
而
し

　
て
盗
と
為
る
」

と
あ
り
、
津
貼
・
抽
論
に
比
べ
て
、
勧
川
が
よ
り
民
を
苫
し
め
て

い
る
実
態
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
蒋
は
こ
れ
ら
を
濾
に
罷

め
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
を
帽
沢
の
漁
と
為
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
、
そ
の
為
に
は
委
員
を
慎
択
し
て
青
吏
を
約
束
し
、

程
度
が
過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら

胡
林
翼
が
立
法
の
始
め
は
過
厳
を
免
れ
な
か
っ
た
が
、
既
定
の
後

に
亦
寛
に
し
た
実
例
を
あ
げ
て
、
す
ぐ
他
偏
救
弊
の
術
に
取
り
組

む
こ
と
を
提
案
す
る
。

　
即
ち
津
貼
・
勧
川
・
抽
論
に
つ
い
て
、
一
を
用
い
て
二
を
停
め
、

同
時
並
挙
す
る
こ
と
を
な
く
す
こ
と
、
勧
川
は
上
京
・
次
富
を
分

ち
、
上
か
ら
次
へ
と
勧
め
て
い
く
こ
と
、
抽
麓
は
総
㈲
・
分
１
　
の

う
ち
総
を
持
し
て
分
を
撒
し
、
總
急
を
視
で
寛
厳
を
為
し
、
時
勢

を
量
り
で
操
縦
を
な
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
蒋
の
策
に
つ
い
て
上
諭
は
、

　
奏
す
る
所
、
自
ら
実
往
の
情
形
に
係
る
。
前
に
軍
餉
浩
繁
り
因
り
、
度

　
支
未
だ
裕
か
な
ら
ず
。
民
力
を
借
資
し
、
自
ら
当
に
開
聞
を
体
愉
す
る

　
の
意
を
存
す
べ
し
。
乃
ち
官
吏
奉
行
善
か
ら
ず
。
碩
に
繁
瓊
、
且
つ
侵

-
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漁
多
し
。
民
何
ぞ
此
れ
に
堪
へ
ん
。
大
学
士
に
著
し
て
該
部
と
会
同
し
、

　
応
に
如
何
に
酌
示
限
制
し
、
軍
餉
を
し
て
訣
無
か
ら
し
め
、
民
困
梢

　
蘇
　
せ
し
む
る
處
は
、
即
ち
著
し
て
悉
心
妥
議
具
奏
せ
よ
。

と
す
ぐ
該
部
に
検
討
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
按
糧
津
貼
に

関
し
て
は
、
四
川
・
山
東
を
除
く
他
の
各
省
で
私
自
徴
収
す
る
者

に
対
し
て
、
該
管
の
道
府
が
一
併
に
店
罪
し
、
勧
川
済
餉
に
つ
い

て
は
上
富
・
次
富
に
分
ち
、
温
飽
（
衣
食
に
不
自
由
が
な
い
）
の
戸

に
も
指
輪
を
庸
い
な
く
、
各
省
抽
論
に
つ
い
て
は
、
督
撫
を
し
て

分
別
撤
留
、
造
冊
報
部
さ
せ
、
勒
限
厳
催
す
る
こ
と
を
請
は
せ
て

い
る
。

　
し
か
し
現
実
に
は
太
平
天
国
の
乱
も
ま
だ
鎮
定
さ
れ
ず
、
そ
の

Ｌ
捻
軍
の
横
行
の
き
ざ
し
も
生
じ
て
お
り
、
軍
餉
を
ま
か
な
う
為

に
設
立
さ
れ
た
こ
れ
等
の
臨
時
付
加
税
を
一
律
に
廃
止
す
る
こ
と

は
容
易
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
等
の
付
加
税
が
民
生
を
圧
迫

し
、
そ
れ
が
賊
を
生
み
出
す
原
囚
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

何
等
か
の
対
策
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
等

が
早
急
に
改
善
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
津
貼
に
関
し
て
、
同
店

八
年
　
河
南
道
監
察
御
史
　
工
塹
は

　
淵
る
に
雍
正
年
開
札
羨
帰
公
し
て
自
り
、
各
官
に
養
廉
銀
を
分
給
し
、

　
官
の
大
小
を
視
て
多
寡
と
為
す
。
歴
年
既
に
久
し
く
、
時
勢
履
更
り
、

　
今
日
に
至
り
て
、
而
し
て
道
府
州
県
の
養
廉
、
公
用
繁
多
に
囚
り
、
往

　
往
と
し
て
藩
署
の
為
に
拍
害
す
。
是
に
於
て
道
府
は
州
県
に
借
資
せ
ざ

　
る
を
得
ず
。
之
を
津
貼
と
謂
う
。
州
県
費
用
尤
も
繁
な
れ
ば
、
則
ち
銭

　
糧
正
額
を
徴
収
す
る
外
に
於
て
、
亦
男
に
所
謂
津
貼
有
り
。
此
れ
皆
な

　
人
の
共
知
す
る
所
に
し
て
、
相
沿
う
こ
と
巳
に
久
し
。
第
未
だ
著
し
て

　
明
文
と
為
さ
ず
。
是
に
於
て
紳
民
の
校
鷺
な
る
者
、
籍
り
て
以
て
州
県

　
を
挟
制
し
、
州
県
の
機
変
な
る
者
、
籍
り
て
以
て
上
司
を
挟
制
す
。
故

　
に
紳
民
犯
科
、
州
県
敢
て
詰
せ
ず
。
州
県
営
私
、
上
司
敢
て
詰
せ
ず
。

　
上
下
相
蒙
り
て
、
各
禰
縫
恂
隠
の
計
を
為
し
、
而
し
て
吏
治
遂
に
問
ふ

　
可
か
ら
ざ
る
に
至
る
。

と
あ
り
、
津
貼
は
養
廉
銀
の
支
給
よ
り
始
ま
っ
た
こ
と
と
、
こ
れ

が
悪
用
さ
れ
て
い
る
実
態
に
つ
き
の
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
王
の
策

Ｃ　
夫
れ
此
項
の
津
貼
、
既
に
必
ず
無
き
能
は
ざ
る
に
属
す
れ
ば
、
惟
予
う

　
る
に
以
て
限
制
あ
り
。
…
…
…
道
府
州
県
訣
分
の
繁
簡
を
視
て
、
定
め

　
て
津
貼
数
目
と
為
し
、
務
め
て
辨
公
を
し
て
興
に
自
給
せ
し
む
。
均
し

　
く
資
す
る
所
有
れ
ば
、
所
謂
民
を
愉
か
は
、
必
ず
先
に
吏
を
愉
か
血
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
『
ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ
Ｆ
ｇ

　
額
既
に
定
ま
り
て
而
し
て
冊
額
外
に
需
索
す
る
者
有
れ
ば
、
瞰
を
以
て

　
論
し
、
重
く
之
を
懲
す
。
此
の
如
く
す
れ
ば
、
則
ち
州
県
は
上
司
を
挟

　
制
す
る
能
は
ず
。
紳
民
も
亦
州
県
を
挟
制
す
る
能
は
ず
。
積
弊
既
に
除

　
か
れ
、
地
方
官
は
乃
ち
各
其
職
を
挙
げ
、
害
心
教
養
、
以
て
民
生
を
安

　
じ
、
而
し
て
円
本
を
培
う
を
得
。
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と
あ
り
、
津
貼
は
限
制
し
て
与
え
、
額
外
に
需
索
す
る
者
に
対
し

て
重
く
懲
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
を
法
令
化
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
津
貼
に
つ
い
て
は
か
な
り
効
果
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
抽
論
に
つ
い
て
は
、
同
治
十
二

年
　
山
東
道
監
察
御
史
　
呉
鴻
恩
が

　
我
朝
定
制
　
永
遠
に
民
に
加
賦
す
る
を
許
さ
ず
。
後
軍
務
繁
興
、
餉
需

　
告
直
に
因
り
、
勧
川
を
議
し
、
津
貼
を
議
し
、
抽
敲
を
議
す
。
民
間
の

　
受
累
知
ら
ざ
る
に
非
ず
、
但
事
万
巳
む
を
得
ざ
る
に
出
づ
。

と
蒋
同
様
、
勧
川
、
津
貼
、
抽
倍
加
民
を
苦
し
め
て
い
る
も
の
で

あ
る
が
、
軍
費
捻
出
上
や
か
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
今

で
は
軍
務
も
漸
く
平
か
に
な
り
、
兵
勇
も
陸
続
と
し
て
裁
撤
し
て

い
る
の
で
、
す
ぐ
こ
れ
等
を
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
減

ら
す
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
を
阻
む
要
因
と
し
て
候
補
人

員
が
飯
局
で
の
差
使
を
さ
が
し
求
め
る
し
、
地
方
紳
士
も
論
局
に

よ
っ
て
身
を
落
ち
着
か
せ
る
し
、
或
い
は
弁
公
に
瑕
り
て
暗
に
自

分
の
物
に
す
る
し
、
或
い
は
巨
款
を
提
し
て
あ
ま
ね
く
贈
物
を
し

て
個
人
的
交
際
を
し
、
論
絹
一
項
を
視
て
、
幾
ん
ど
室
中
の
蓄
積

と
為
し
、
吾
に
任
せ
て
取
り
た
づ
さ
え
、
そ
れ
が
つ
き
る
こ
と
の

な
い
勢
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
対
策
と
し
て
、

　
毎
年
収
支
の
談
金
数
目
を
将
っ
て
、
按
省
敬
実
し
、
応
接
の
数
を
統
計

　
し
、
応
徴
の
数
を
酌
量
し
、
祇
減
ら
す
を
議
す
を
准
し
、
増
す
を
議
す

　
を
惟
さ
ず
。
…
…
抽
偕
貨
物
の
款
目
を
臓
列
し
、
刊
刻
頌
発
、
商
民
を

　
し
て
共
見
共
聞
せ
し
め
、
以
て
吏
青
の
中
従
り
舞
弊
す
る
を
免
る
。

　
…
…
如
し
掲
前
格
外
に
拙
剔
・
冒
鎖
・
中
飽
の
員
育
り
て
、
人
の
指
告

　
糾
参
を
被
れ
ば
、
即
ち
に
従
重
治
罪
を
行
い
、
Ｌ
司
の
恂
庇
縦
容
は
、

　
一
併
に
厳
に
議
處
を
加
ふ
。

と
進
言
す
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
抽
趨
に
関
し
て
も
抑
制

論
で
あ
り
、
全
面
的
な
禁
止
に
至
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
れ

ら
の
議
論
の
過
程
で
、
外
官
の
養
廉
・
晒
規
が
そ
の
対
象
と
し
て

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

四
　
養
廉
・
扇
規

　
清
代
地
方
官
が
定
額
以
外
の
税
糧
を
徴
収
す
る
こ
と
を
浮
収
と

言
う
が
、
そ
れ
が
慣
例
化
し
た
の
は
、
地
方
官
の
俸
禄
で
は
公
費

の
み
な
ら
ず
幕
友
の
束
脩
等
々
の
支
出
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
に
要
因
か
お
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ま
で
付
加
税
と
し

て
私
的
に
徴
収
し
て
い
た
嗣
規
の
う
ち
必
要
経
費
と
し
て
国
家
が

容
認
し
、
こ
れ
を
養
廉
銀
と
称
し
て
公
認
し
た
。
こ
の
制
度
は
雍

正
朝
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
削
規
は

全
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
蒋
は
こ
の
点
に
つ
い
て
順
風

を
挽
す
と
い
う
策
の
中
で
、
昨
今
の
風
潮
と
し
て
俸
給
の
少
な
い
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京
員
よ
り
も
俸
給
以
外
の
収
入
の
あ
る
外
員
を
求
め
る
傾
向
か
お

る
理
由
と
し
て
晒
規
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
晒
規
の
大

端
は
、
州
県
の
徴
収
銭
糧
・
平
飴
折
色
で
民
上
り
浮
収
し
た
も
の

で
あ
る
。
上
司
も
亦
節
壽
を
以
て
名
と
為
し
、
道
府
は
州
県
か
ら
、

院
司
は
道
府
か
ら
取
り
立
て
て
い
る
。
そ
の
原
因
を
考
え
る
と
耗

羨
帰
公
に
よ
り
養
廉
銀
を
支
給
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
大
員
は
事
簡
に
し
て
廉
厚
く
、
道
府
以
下
は
事
愈
よ
多
く
し

て
廉
愈
よ
少
く
な
っ
た
。
州
県
で
は
廉
多
き
者
で
も
千
数
万
両
に

過
ぎ
ず
、
少
な
い
者
は
五
六
百
両
で
あ
り
、
州
県
が
一
幕
友
を
延

す
る
と
数
万
全
か
か
り
、
衝
劇
（
多
忙
）
の
地
で
は
歳
入
の
廉
は

歳
出
の
十
分
の
一
に
も
匹
敵
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
承
平
の
時
で
あ
っ
て
、
損
識
の
款
が
日
々
増
加
し
て
い
く

州
県
に
あ
っ
て
は
、
養
廉
は
何
に
も
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
か
ら

　
宜
し
く
有
名
無
実
の
養
廉
を
罷
か
べ
し
。
而
し
て
督
撫
以
下
を
し
て
、

　
各
々
其
の
晒
規
の
数
を
Ｌ
ら
せ
、
而
し
て
其
の
去
留
を
斟
酌
、
以
て
弁

　
公
自
給
に
足
ら
し
め
、
多
古
者
は
之
を
裁
免
し
、
隠
匿
す
る
者
を
之
を

　
罪
に
す
。
著
し
て
令
と
為
す
。
而
し
て
府
お
多
く
収
る
者
は
膜
を
以
て

　
論
じ
、
重
ね
て
之
を
治
す
。

と
要
請
す
る
。
こ
れ
に
対
し
上
諭
に
は

　
我
朝
臣
工
を
優
礼
す
る
に
、
俸
禄
の
外
に
於
い
て
、
復
だ
養
廉
を
給
し
、

　
顧
り
み
る
に
思
義
を
名
と
す
。
豊
に
宜
し
く
裁
撒
す
べ
け
ん
や
。
即
ち

　
椙
霞
減
折
せ
し
む
る
も
、
究
む
る
に
有
は
無
き
に
勝
る
に
属
す
。
晒
規

　
を
清
査
し
、
以
て
辨
公
に
資
す
る
に
至
り
で
は
、
皇
祖
宣
宗
成
皇
帝

　
（
道
光
帝
）
御
極
初
年
に
、
英
和
の
清
に
因
り
、
諭
し
て
督
撫
等
を
し

　
て
復
啓
辨
理
せ
し
む
…
…
…
該
府
尹
の
奏
す
る
所
、
殊
に
政
体
に
雁
げ

　
有
る
に
於
い
て
、
断
じ
て
行
ふ
可
か
ら
ず
。

と
却
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
雍
正
朝
よ
り
開
始
さ
れ
た
養
廉
銀

制
の
遵
守
と
階
規
の
清
査
を
根
本
方
針
と
し
て
そ
れ
以
上
の
改
革

を
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
養
廉
に
ま
つ
わ
る

不
正
収
入
や
辨
公
を
名
と
し
た
晒
規
の
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で

な
く
、
そ
れ
は
先
送
り
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
寧
ろ
養
廉
に
つ
い
て

は
、
そ
の
見
直
し
を
求
め
る
上
奏
が
あ
っ
た
。
同
治
八
年
江
蘇
巡

撫
丁
日
昌
は
、
廉
俸
は
加
増
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　
外
官
以
っ
て
其
の
廉
を
養
ふ
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
仁
司
之
を
下
属
に

　
取
ら
ざ
る
能
は
ず
。
下
属
之
を
百
姓
に
取
ら
ざ
る
能
は
ず
。
上
下
相
漁

　
り
、
以
て
利
敵
と
為
す
。
是
非
之
に
由
り
明
ら
か
な
ら
ず
、
畢
措
之
に

　
由
り
公
な
ら
ず
。
侵
呑
至
る
所
、
倉
庫
の
盈
者
虚
し
く
す
可
し
。
培
克

　
及
ぶ
所
、
百
姓
之
富
者
貧
し
く
す
可
し
。
其
の
終
り
を
極
む
る
に
、
禍

　
乱
の
相
４
　
を
致
す
に
足
る
。
其
の
始
め
を
原
ぬ
る
に
、
則
ち
支
用
の
給

　
せ
ざ
る
に
由
る
。
…
…
…
…
一
責
し
必
ず
其
の
心
に
内
顧
の
慶
無
か
ら
し

　
め
、
然
る
後
其
の
身
能
く
国
家
の
用
を
為
す
。
且
つ
京
外
官
同
に
努
力
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し
て
公
に
従
ふ
に
係
る
。
何
を
以
て
か
京
官
廉
体
、
外
官
十
分
の
一
に

　
及
ば
ず
。
厚
薄
懸
殊
、
必
ず
外
里
内
軽
の
漸
を
馴
致
す
。
臣
愚
以
為
え

　
ら
く
、
今
日
人
心
を
正
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
吏
治
を
澄
す
。
当
に
各
官

　
の
廉
俸
を
加
ふ
る
自
り
始
か
べ
し
。

と
あ
り
、
ま
ず
養
廉
銀
の
十
分
な
支
給
と
、
そ
の
上
に
た
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
削
規
を
も
っ
て
全
て
公
に
充
て
る
こ
と
を
進
言
し
て
い

る
。
同
治
十
二
年
、
福
建
巡
撫
の
王
凱
泰
は
、
俸
廉
を
復
し
て
以

て
官
常
を
助
す
と
い
う
項
目
の
中
で
、

　
各
省
文
職
養
廉
に
至
り
て
は
、
銭
糧
粍
羨
を
支
す
る
に
係
る
。
査
す
る

　
に
同
冶
八
年
間
、
戸
部
は
前
江
蘇
巡
撫
臣
丁
日
昌
の
條
陳
を
議
覆
せ
る

　
一
摺
に
、
内
に
開
す
ら
く
、
廉
俸
復
額
、
必
ず
各
省
銭
糧
耗
羨
の
徴
収

　
足
数
を
須
っ
て
、
始
め
て
抵
放
す
可
く
、
膨
に
各
督
撫
を
し
て
、
各
該

　
省
毎
年
収
支
数
目
に
就
き
て
、
詳
細
に
酌
骸
、
徴
数
は
能
く
加
増
す
べ

　
き
か
否
か
、
放
款
は
能
く
加
成
す
べ
き
か
否
や
を
将
っ
て
、
実
に
桂
り

　
奏
覆
せ
よ
等
の
語
あ
り
。

と
あ
り
、
丁
目
昌
の
上
奏
は
戸
部
の
議
覆
に
よ
っ
て
各
省
督
撫
に

検
討
を
命
じ
て
い
る
。
王
凱
泰
は

　
見
年
徴
数
を
薮
計
す
る
に
、
本
省
公
費
、
支
抵
尚
お
朧
有
る
に
属
す
。

　
督
撫
藩
泉
養
廉
較
や
厚
く
、
議
を
庸
い
る
無
き
を
除
く
の
外
、
其
れ
道

　
府
以
下
の
各
員
は
、
額
に
照
し
て
全
支
す
可
き
に
似
た
り
。
…
…

と
あ
り
、
道
府
以
下
の
各
員
に
対
す
る
廉
俸
復
額
の
妥
当
性
を
進

言
し
て
い
る
。
以
上
廉
体
の
問
題
は
、
当
時
の
外
重
内
軽
の
原
因

に
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
是
正
を
進
言
す
る
意
見
が
続
出
し

て
い
た
。
ま
た
養
廉
・
随
規
が
外
官
の
役
得
と
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
が
浮
収
の
問
題
と
関
連
し
、
民
生
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
も
な
っ

て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
外
官
の
吏
治
粛
正
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

五
　
吏
治
、
用
人

　
蒋
は
「
吏
治
を
整
す
る
」
と
い
う
項
目
を
設
け
、
こ
こ
で
用
人

に
お
い
て
正
途
を
用
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
正
途
を
妨

げ
る
者
と
し
て
絹
納
と
軍
功
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
ず
絹
納
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
吏
治
を
害
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
朝
廷

が
停
止
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て

　
近
日
吏
部
選
法
、
正
途
人
員
、
幾
ん
ど
到
班
の
日
無
し
。
此
れ
部
匝
、

　
桐
生
を
鼓
舞
せ
ん
と
欲
し
、
度
支
有
る
を
知
り
て
、
吏
治
有
る
を
知
ら

　
ず
。
此
れ
猶
お
経
費
迫
る
所
の
為
に
し
て
、
而
し
て
然
る
也
。
督
撫
の

　
正
途
を
厭
悪
し
、
絹
納
を
任
用
す
る
が
若
さ
は
、
則
ち
密
く
は
相
生
を

　
鼓
舞
す
る
為
な
ら
ず
し
て
、
而
し
て
然
る
也
。
南
省
兵
に
府
し
む
は
軍

　
功
の
員
、
較
や
多
き
な
り
。
北
方
安
靖
す
る
は
、
絹
納
の
勢
尤
も
盛
な
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と
掲
生
か
多
い
理
由
を
史
部
選
法
に
求
め
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に

北
方
で
は
掲
納
が
盛
ん
だ
が
、
南
省
で
は
軍
職
の
員
が
多
く
な
っ

て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。

　
正
途
の
員
は
田
開
よ
り
来
り
、
多
く
寒
峻
に
由
り
、
其
の
見
識
迂
晒
、

　
挙
止
生
疏
、
面
目
憎
む
可
く
、
語
言
味
な
し
。
…
…
絹
班
、
実
に
殷
富

　
に
由
り
、
田
里
自
り
来
る
者
の
若
さ
は
、
百
に
一
二
無
し
。
要
は
皆
官

　
員
の
子
弟
に
し
て
吏
背
を
戚
友
と
し
、
依
草
付
木
、
久
し
く
術
署
に
居

　
す
。
此
れ
股
に
寒
峻
措
大
の
比
な
ら
ん
哉
。

と
の
べ
、
田
間
出
身
の
正
途
よ
り
も
殷
富
出
身
の
椙
班
が
歓
迎
さ

れ
る
根
拠
を
説
明
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
現
状
を
打
開
す
る
対
策
と

し
て
、

　
今
の
計
を
為
す
に
、
川
例
既
に
停
す
る
能
は
ず
。
唯
だ
速
に
廷
臣
を
し

　
て
集
議
的
改
せ
し
め
、
選
柿
に
例
を
見
て
、
各
省
委
１
　
章
程
を
明
定
し
、

　
絹
納
・
正
途
は
劃
し
て
両
途
と
為
し
、
選
柿
委
署
、
各
相
渉
ら
ず
。
正

　
途
の
人
妥
せ
ざ
れ
ば
、
勤
正
途
を
用
い
、
絹
班
侵
占
す
る
能
は
ず
。
更

　
に
宜
し
く
略
先
後
を
分
っ
べ
く
、
梢
や
服
軽
を
示
す
。
督
撫
意
有
り
て

　
故
違
サ
は
部
臣
科
道
、
糾
察
立
参
す

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
正
途
を
疏
通
し
て
以
て
吏
治
を
講
ず
る
策

に
つ
い
て
は
、
大
学
士
祁
瑚
藻
も
上
奏
し
て
吏
部
の
変
通
弁
理
す

る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
蒋
の
上
奏
に
つ
い
て
今

一
度
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
上
諭
に

　
科
名
を
得
る
を
以
て
悔
と
為
す
者
有
る
に
至
る
。
而
し
て
川
班
軍
功
人

　
員
、
上
司
毎
に
喜
悦
多
し
。
土
気
何
に
由
り
て
伸
を
得
ん
。
吏
治
財
に

　
由
り
て
整
筋
せ
ん
。
此
れ
封
疆
天
吏
の
朝
廷
養
士
作
人
の
意
を
仰
体
す

　
る
能
は
ざ
る
に
由
り
、
顛
倒
謬
誤
、
甚
だ
し
く
痛
恨
す
可
し
。
大
学
士

　
に
昔
し
て
該
部
と
会
同
し
、
正
途
及
び
損
班
軍
功
人
員
を
将
っ
て
、
再

　
び
分
別
変
通
を
行
い
、
妥
議
具
奏
せ
ば
、
正
途
人
員
以
っ
て
時
に
及
ん

　
で
自
奴
す
る
を
得
、
用
っ
て
人
材
を
振
興
す
る
の
至
意
に
副
う
に
庶
ら

　
ん
。

と
蒋
の
策
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
科
挙
に
よ
っ
て
名
巨

碩
儒
が
そ
の
中
よ
り
多
く
出
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
れ
の
重
視

を
命
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
中
興
が
め
ざ
す
正
学
を
尊
崇
し
て
体

制
の
建
て
直
し
を
図
る
政
策
と
一
体
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
倭

仁
等
清
議
派
の
論
理
と
同
一
で
も
あ
る
し
、
名
教
の
護
持
を
か
か

げ
た
９
　
国
藩
等
の
地
方
名
士
と
も
連
動
し
て
い
る
。
但
蒋
が
指
摘

し
た
外
官
が
絹
班
を
重
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
改
善
策

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
媚
納
が
外
官
の
収
入
の
よ
り
所

と
な
っ
て
い
た
点
て
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
外
官
の
自
粛
を
求

め
る
程
度
に
し
か
対
策
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
絹
班

の
整
理
を
求
め
る
上
奏
は
そ
の
後
も
み
ら
れ
た
。
江
蘇
巡
撫
丁
日

曰
四
は

　
軍
興
以
来
、
川
納
四
た
び
開
か
る
。
…
…
従
前
の
指
輪
は
、
餉
を
済
ふ
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為
に
計
る
。
今
日
の
指
輪
は
、
惟
に
以
て
餉
を
済
ふ
に
足
ら
ざ
る
の
み

　
な
ら
ず
、
而
し
て
且
つ
餉
を
耗
す
る
は
何
ぞ
や
。

と
あ
り
、
米
絹
な
ど
諸
名
目
の
指
輪
が
増
え
、
そ
れ
が
書
吏
の
費

や
局
員
の
費
に
使
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
兇
員
を
変
通
す

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
同
治
十
二
年
王
凱
泰
は
、

丁
目
昌
の
上
奏
を
受
け
、
川
例
を
停
め
て
吏
治
を
粛
す
る
を
條
奏

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
京
銅
局
の
川
項
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
う
け
て
更
に

　
京
外
絹
納
軍
功
の
各
班
の
試
用
候
補
人
員
を
将
っ
て
、
訣
数
の
多
寡
を

　
視
で
、
二
三
成
を
酌
留
し
、
其
の
絲
は
飾
し
て
回
籍
せ
し
め
、
聴
候
俗

　
取
甘
は
、
仕
途
に
人
満
の
患
無
き
に
庶
が
ら
ん
。

と
あ
り
、
桐
納
・
軍
功
の
人
員
整
理
案
を
の
べ
て
い
る
。

六
　
軍
功
と
名
器

　
次
に
蒋
が
軍
功
が
吏
治
を
妨
げ
て
い
る
と
指
摘
し
た
点
て
あ
る
。

　
近
日
従
軍
の
土
、
往
往
と
し
て
鍛
め
文
職
末
員
を
川
し
て
、
以
て
保
側

　
の
地
歩
と
為
す
。
其
の
用
意
の
深
さ
を
窺
ふ
に
、
早
く
巳
に
朧
仕
に
垂

　
海
寸
。
夫
れ
武
を
用
ひ
て
而
し
て
文
に
就
く
を
以
て
願
と
為
す
。
官
を

　
得
て
而
し
て
多
財
を
以
て
栄
と
な
す
。

と
の
べ
、
武
官
に
な
る
こ
と
は
文
官
に
な
る
手
段
と
し
か
考
え
て

い
な
い
点
を
批
判
す
る
。
こ
こ
か
ら
原
資
の
文
武
を
問
わ
ず
、
そ

の
立
て
た
功
を
問
う
こ
と
と
、
指
紳
・
生
監
で
も
殺
賊
に
能
あ
る

者
に
は
帯
兵
の
職
を
授
け
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
ま
た
「
戎
行
を

詰
す
」
の
申
で

　
軍
営
保
挙
、
盈
平
累
百
、
而
し
て
洙
罰
百
に
て
哀
し
。
此
れ
師
の
成

　
功
少
な
き
所
以
な
り
。
…
…
賞
重
く
罰
軽
き
は
、
已
に
用
兵
の
道
と
相

　
惇
る
。
…
…
賞
し
て
而
し
て
優
は
巳
か
を
得
ず
と
云
う
可
し
。
賞
し
て

　
而
し
て
濫
も
亦
巳
む
を
得
ず
と
云
う
可
き
乎
。

と
の
べ
、
軍
興
申
や
た
ら
に
賞
が
多
く
て
罰
の
少
な
い
状
況
を
批

判
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
諭
旨
は
、
各
路
の
統
兵
大
臣
及
び
各
直

省
督
撫
等
の
中
に
は
、
積
習
相
沿
い
、
誇
張
し
粉
飾
す
る
者
も
亦

少
な
か
ら
ず
い
る
の
で
、
軍
営
奏
報
は
事
実
に
基
づ
き
梢
も
虚
あ

る
を
許
さ
な
い
し
、
そ
れ
で
も
欺
岡
が
あ
っ
た
ら
、
察
出
し
た
後

重
罪
に
す
る
と
命
じ
た
が
、
蒋
が
御
史
を
も
っ
て
功
過
を
稽
察
す

る
と
請
う
た
所
は
却
下
し
て
い
る
。
又
「
名
器
を
慎
む
」
の
項
で

は
、
白
蓮
教
徒
の
乱
申
に
記
さ
れ
た
『
平
定
三
省
方
略
』
を
例
と

し
て
、
官
職
の
升
転
に
は
一
股
の
賊
を
勒
霊
し
、
一
著
名
の
賊
酋

を
殲
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
あ
り
得
な
か
っ
た
と
の
べ
、

そ
れ
に
対
し
て
太
平
天
国
の
乱
申
に
お
け
る
四
川
省
絲
州
の
囲
を

解
い
た
だ
け
で
劉
蓉
が
知
県
よ
り
布
政
使
に
超
擢
し
た
の
は
、
た

と
え
破
格
の
用
人
と
言
っ
て
も
に
わ
か
過
ぎ
る
と
批
判
す
る
。

12 －



　
究
竟
一
戦
の
功
に
過
ぎ
ず
。
賊
猶
お
見
往
す
。
暇
に
已
陥
の
城
を
克
服

　
せ
し
も
、
両
川
の
冦
を
平
定
す
る
に
未
だ
審
な
ら
ず
。
朝
廷
更
に
何
れ

　
の
官
を
以
っ
て
之
を
賞
さ
ん
。

と
の
べ
、
自
蓮
教
徒
の
乱
中
に
同
様
な
功
績
を
あ
げ
た
劉
清
の
場

合
と
比
較
し
て
、
余
り
に
も
優
遇
し
過
ぎ
る
と
い
う
。
こ
の
項
目

に
つ
い
て
は
、
劃
切
敷
陳
採
択
に
備
う
る
に
足
る
と
諭
旨
に
は
あ

る
が
、
名
指
し
さ
れ
た
劉
蓉
は
昇
進
の
辞
退
を
申
し
出
る
。
こ
の

こ
と
を
劉
蓉
を
推
薦
し
た
総
督
駱
秉
章
は
上
奏
す
る
。
こ
れ
に
対

し
上
諭
は
、
劉
蓉
は
湘
楚
の
諸
生
で
胡
林
翼
・
駱
秉
章
の
保
奏
で

不
次
に
超
摺
し
た
の
で
あ
っ
て
、
各
路
軍
営
の
濫
保
朧
進
す
る
者

と
同
じ
で
な
い
。
そ
の
人
の
才
能
が
衆
を
出
て
い
る
の
で
破
恪
に

録
用
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
任
用
は
妥
当
で
あ
る
の
で
辞
退

の
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
名
器
と
は
い
ず
れ

も
太
平
天
国
の
乱
に
お
け
る
賞
罰
・
人
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
乱
の
鎮
圧
に
貢
献
し
た
曾
国
藩
や
胡
林
翼
等
の
督
撫
の
進
言

は
破
格
で
あ
っ
て
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
乱
中
、
督
撫

か
ら
知
県
に
至
る
地
方
官
や
在
郷
の
郷
紳
が
太
平
軍
と
の
抗
戦
で

勝
っ
た
り
負
け
た
り
す
る
こ
と
や
、
戦
死
し
た
り
逃
亡
し
た
り
す

る
者
も
あ
り
、
そ
れ
を
賞
罰
の
対
象
と
し
て
破
格
に
昇
任
す
る
者

や
降
格
す
る
者
も
あ
り
、
吏
部
人
事
は
平
時
と
異
る
る
様
相
を
示

し
て
い
た
。
特
に
こ
の
乱
平
定
の
渦
中
に
あ
っ
た
曾
国
藩
・
胡
林

翼
・
李
鴻
章
等
の
督
撫
の
発
言
権
は
大
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
京
官
の
蒋
の
進
言
は
、
戦
時
下
と
い
っ
て
も
平
時
の
人
事
の
範

囲
を
越
え
な
い
様
に
上
奏
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
蒋
は
曾
・
胡
の

功
績
は
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
彼
等
の
破
格
の
人
事
に
つ
い
て
は
Ｉ

言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
但
し
曾
の
故
郷
の
友
人
で
あ
っ
た
劉
蓉
に

関
し
て
は
、
そ
の
人
事
を
暗
に
索
制
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当

時
中
央
官
庁
の
吏
部
人
事
を
担
当
し
て
い
た
の
は
、
史
部
尚
書
瑞

常
で
あ
っ
た
が
、
枢
廷
の
首
脳
は
、
恭
親
工
・
文
慶
・
文
祥
・
倭

し
・
李
裳
階
と
い
っ
た
人
物
で
あ
り
、
彼
等
は
曾
国
藩
・
胡
林

翼
・
駱
秉
章
と
い
っ
た
督
撫
に
対
す
る
信
頼
は
大
変
厚
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
軍
興
人
事
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
述

し
た
よ
う
に
蒋
は
そ
れ
が
用
人
・
吏
治
を
妨
げ
る
要
囚
と
も
な
っ

て
い
る
と
い
う
進
言
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
治
十

二
年
王
凱
泰
加

　
開
拓
以
後
、
花
様
紛
繁
、
車
功
の
保
挙
に
於
て
、
頂
例
花
様
を
籍
り
て
。

　
以
て
先
を
争
い
後
を
恐
る
。
各
項
の
保
挙
、
又
車
功
名
目
を
襲
い
、
以

　
て
紛
し
て
沓
来
に
至
る
。
名
器
の
濫
、
今
に
至
り
、
已
に
極
ま
れ
り
。

と
あ
り
、
帽
例
か
軍
功
保
挙
に
利
用
さ
れ
て
、
そ
れ
が
名
器
の
瀧

に
ま
で
な
っ
て
い
る
と
、
こ
の
点
で
は
蒋
同
様
の
認
識
で
あ
る
。

但
同
年
曾
国
藩
の
門
生
で
あ
っ
た
蔀
福
成
が
「
選
挙
論
」
の
中
で

-
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今
世
人
才
の
進
、
考
試
労
績
棚
納
の
三
端
に
外
な
ら
ず
。
労
績
尤
も
晋

　
古
者
は
車
功
と
日
う
。
而
し
て
軍
功
桐
納
、
頗
る
時
論
の
皆
り
１
　
る
所

　
と
為
る
。
惟
だ
考
試
に
正
途
の
目
有
り
。
翰
林
尤
も
正
途
の
上
選
な
り
。

　
胡
公
編
修
を
以
て
降
調
家
居
ず
。
幸
い
に
絹
納
を
籍
り
て
、
再
び
進
用

　
を
得
。
李
公
編
修
を
以
て
崎
嘔
十
年
な
り
。
継
い
て
曾
文
正
公
の
莫
府

　
に
入
る
。
累
ね
て
兵
を
知
る
を
以
て
保
薦
せ
ら
れ
、
始
め
て
道
員
よ
り

　
巡
撫
に
超
擢
す
る
も
、
亦
軍
功
に
籍
る
こ
と
無
き
こ
と
能
は
ず
。
惟
だ

　
曾
公
已
に
検
討
由
り
仕
し
て
侍
郎
に
至
る
。
然
し
て
其
後
奉
譚
家
居
寸
。

　
起
兵
討
賊
も
亦
軍
功
囚
り
始
ま
り
、
大
用
を
獲
た
り
。
否
ざ
れ
ば
則
ち

　
京
員
を
以
て
、
老
い
る
耳
。
軍
功
絹
納
の
訴
病
を
蒙
む
る
を
以
て
、
而

　
し
て
三
公
其
の
藩
に
渉
る
を
免
れ
ず
。
蓋
し
賢
豪
応
運
、
抑
追
す
べ
か

　
ら
ず
。
何
塗
に
論
ず
る
無
く
、
必
ず
之
に
由
り
て
以
て
進
む
也
。

と
の
べ
、
軍
功
・
絹
納
人
事
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
中
興
の
名

臣
、
曾
国
藩
、
胡
林
翼
、
李
鴻
章
は
い
ず
れ
も
そ
れ
に
よ
っ
て
昇

進
し
、
国
家
秩
序
の
安
定
に
貢
献
し
た
者
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
だ

け
で
も
っ
て
、
批
判
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
。
こ
の
三

公
だ
け
で
な
く
、
江
忠
源
・
羅
沢
南
・
李
続
宜
・
李
続
賓
・
左
宗

案
・
曾
国
荼
・
彭
玉
麟
等
も
軍
功
に
よ
っ
て
昇
進
し
た
人
物
で
あ

る
。
そ
れ
に
引
き
加
え
乾
隆
以
後
の
小
楷
試
帖
は
、
咸
豊
初
年
に

弊
が
救
う
べ
か
ら
ざ
る
に
至
っ
て
い
る
と
科
試
こ
そ
問
題
か
お
る

と
い
う
。
萍
は
更
に
論
を
進
め
て
、
こ
の
際
選
挙
に
お
け
る
一
切

の
成
法
を
変
更
し
て
、
策
論
・
掌
故
・
律
令
を
以
て
制
芸
・
律

賦
・
試
帖
に
代
え
て
、
宵
六
の
賢
才
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
も
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
科
試
改
革
に
対
す
る
陣
の
構
想
は
、
既
に
嘉
慶
・
道

光
年
問
に
包
世
臣
に
と
っ
て
も
提
唱
さ
れ
て
は
い
た
が
、
こ
れ
が

本
格
的
な
議
題
と
な
る
の
は
、
同
治
を
終
へ
て
光
緒
年
間
に
入
っ

て
か
ら
で
あ
っ
た
。
但
、
軍
功
・
損
納
人
事
が
批
判
さ
れ
な
が
ら

も
、
そ
れ
が
廃
止
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
取
士
の
手
段
よ

り
も
行
政
官
が
賢
才
で
あ
る
こ
と
の
方
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

と
、
正
に
そ
の
賢
才
を
代
表
す
る
曾
国
藩
・
李
鴻
章
が
中
央
・
地

方
行
政
に
於
い
て
重
要
な
役
割
を
占
め
る
に
至
っ
た
こ
と
が
背
景

と
な
っ
て
い
る
。

七
　
軍
餉
と
軍
制

　
次
に
蒋
が
あ
げ
た
「
軍
実
を
謁
る
」
問
題
で
あ
る
。
蒋
は
太
平

天
国
軍
が
栃
（
広
東
・
広
西
）
か
ら
楚
（
湖
北
・
湖
南
）
・
且
ハ
（
江

蘇
）
・
浙
（
浙
江
）
・
闘
（
福
建
）
・
燥
（
河
南
）
・
蜀
（
四
川
）
・
燕

（
河
北
）
・
斉
（
山
東
）
と
ほ
と
ん
ど
全
土
に
及
ん
で
い
る
現
状
か

ら
み
て
、
そ
の
対
策
と
し
て
王
陽
明
か
宸
濠
を
倉
倅
の
開
に
平
定

し
た
策
を
参
考
と
し
て
早
急
に
制
を
定
め
、
大
県
は
勇
四
百
人
、

小
県
は
勇
三
百
人
を
養
い
、
兵
餉
は
完
善
の
区
で
は
正
供
の
外
に
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按
糧
酌
派
し
、
残
破
の
区
は
正
供
の
額
を
視
て
、
其
人
を
養
う
に

足
る
分
だ
け
徴
収
す
る
が
、
一
切
の
勧
絹
・
抽
談
は
停
止
す
る
。

勇
に
つ
い
て
は
本
９
　
の
良
民
を
募
り
、
本
県
の
官
が
之
を
領
し
、

本
地
の
紳
言
が
糧
餉
を
掌
さ
ど
る
よ
う
に
す
る
。
一
県
事
有
ら
ば
、

数
県
の
勇
が
之
に
赴
く
。
そ
の
際
牧
令
（
州
県
官
）
が
各
部
隊
の

将
軍
と
な
り
、
道
府
（
道
員
・
知
府
）
が
帥
と
な
る
。
一
郡
事
有

ら
ば
、
数
郡
の
勇
が
之
に
赴
く
。
そ
の
際
道
府
が
将
軍
と
な
り
督

撫
が
帥
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
毎
省
二
、
三
万
人
を
酌
す

こ
と
が
で
き
、
兵
も
餉
も
外
求
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
な
る
と

の
べ
て
い
る
。

　
此
法
若
し
行
へ
ば
、
並
び
に
漸
く
無
用
の
兵
を
裁
し
、
有
用
の
勇
に
移

　
養
す
べ
く
、
正
額
一
分
の
銭
糧
を
分
ち
、
即
ち
に
税
外
一
分
の
加
派
を

　
寛
か
可
く
、
其
の
利
変
じ
て
而
し
て
窮
ま
り
無
く
、
其
の
敦
久
し
く
而

　
　
　
い
よ
い
　
　
　
　
〔
5
2
〕

　
し
て
滋
よ
大
な
り
。

と
あ
り
、
乱
鎮
定
策
を
呈
示
す
る
。
そ
の
上
で
督
撫
に
其
の
人
を

得
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
督
撫
が
よ
く
属
員

を
選
択
し
、
変
通
鼓
舞
す
れ
ば
一
人
を
用
い
て
一
省
を
安
ん
ず
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
諭
旨
は
、
蒋

の
提
案
を
示
し
た
後
で
、
こ
の
辨
法
に
窒
厨
か
お
る
か
無
い
か
、

一
律
に
通
行
す
べ
き
か
否
か
は
、
各
省
督
撫
が
地
方
の
情
形
に
就

い
て
利
弊
を
斟
酌
し
、
悉
心
妥
議
県
奏
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
湖
北
巡
撫
厳
樹
森
は
、
こ
の
辨
法
は
明
臣
工

守
仁
（
陽
明
）
の
民
兵
を
選
練
す
る
法
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、

今
こ
の
古
の
法
を
行
う
こ
と
は
暴
で
あ
る
と
い
う
。

　
糧
を
派
し
て
以
て
勇
を
養
は
ん
と
欲
す
る
も
、
終
に
利
少
く
し
て
而
し

　
て
害
多
き
こ
と
を
恐
る
。
伏
し
て
思
ふ
に
州
県
の
治
は
、
養
勇
に
往
ら

　
ず
。
誠
に
牧
令
を
し
て
己
を
潔
く
し
公
を
奉
じ
、
民
を
愛
す
る
こ
と
子

　
の
如
く
、
平
時
に
以
て
其
心
を
固
結
し
、
警
を
聞
か
ば
必
ず
敵
帽
す
る

　
に
有
り
。
一
州
の
民
、
皆
な
勇
と
為
る
に
足
れ
ば
、
安
ん
ぞ
此
れ
数
万

　
人
在
ら
ん
哉
。

と
の
べ
、
皇
上
が
督
撫
を
責
成
し
、
牧
令
を
慎
選
し
、
守
上
皆
な

賢
で
あ
れ
ば
、
地
方
生
事
に
至
ら
な
い
。
そ
の
後
将
材
に
留
意
し

て
重
任
を
委
か
せ
、
営
哨
を
督
率
し
、
勇
丁
を
抽
選
し
、
実
力
訓

練
す
れ
ば
、
ど
こ
か
で
警
が
あ
っ
て
も
、
即
ち
に
往
き
で
迎
勒
す

る
と
、
蒋
の
案
は
机
上
の
空
論
で
あ
り
、
事
実
は
賢
な
る
牧
令
を

選
任
し
事
に
当
ら
せ
る
こ
と
こ
そ
肝
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
不
利
の
理
由
に
、
糧
餉
を
紳
言
に
責
し
、
兵
権
を
牧
令
に
貴

す
れ
ば
、
公
正
の
官
紳
で
あ
っ
て
は
囚
よ
り
能
く
相
助
け
る
理
と

為
る
も
、
設
し
劣
紳
汚
吏
が
有
っ
て
朋
比
奸
と
為
さ
ば
、
餉
が
私

貴
に
入
り
、
兵
存
空
籍
、
緩
急
冊
お
侍
む
に
足
ら
な
い
こ
と
に
な

る
点
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
兵
勇
と
糧
餉
を
分
離
す
る
こ

と
に
難
色
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
厳

-
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樹
森
の
反
論
に
、
他
省
の
督
撫
も
ほ
ぼ
同
意
見
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
同
治
内
政
に
つ
い
て
、
そ
の
初
年
に
蒋
埼
齢
が
提
示
し
た

中
興
策
を
焦
点
と
し
て
の
べ
て
き
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
河
南

道
監
察
御
史
曾
協
均
、
廳
貢
生
黎
庶
呂
等
の
中
興
策
も
あ
り
、
こ

れ
ら
の
案
を
受
け
て
清
廷
で
は
、
そ
れ
を
地
方
９
　
撫
に
検
討
さ
せ

た
も
の
も
あ
る
。
蒋
の
中
興
策
の
う
ち
特
に
民
隠
、
吏
治
、
用
人

に
係
わ
る
問
題
は
、
同
治
期
を
通
じ
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い

た
。
民
隠
は
民
生
の
安
定
に
よ
る
郷
村
の
再
興
に
と
っ
て
緊
急
の

課
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
地
方
官
の
行
政
能
力
で

あ
る
が
、
そ
の
地
方
官
を
選
任
す
る
方
法
と
し
て
正
途
を
重
視
し
、

帽
班
・
軍
功
を
過
大
評
価
す
る
事
に
は
批
判
的
で
あ
る
の
が
蒋
の

策
で
あ
っ
た
が
、
当
時
地
方
行
政
を
担
っ
て
い
た
督
撫
層
は
、
帽

班
・
車
功
で
も
地
方
の
安
定
を
も
た
ら
す
人
材
を
寧
ろ
評
価
す
る

考
え
方
で
あ
り
、
蒋
な
ど
京
官
の
策
に
は
必
ず
し
石
賛
同
し
な

か
っ
た
。
こ
の
督
撫
の
頂
点
に
太
平
天
国
一
稔
軍
鎮
圧
に
功
労
の

あ
っ
た
曾
国
藩
・
李
鴻
章
が
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
向
か

行
政
に
反
映
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
の
小
論
で
は
劉
蓉
の
昇

進
に
異
議
を
と
な
え
た
蒋
稀
齢
・
蔡
寿
組
の
意
見
が
ほ
ご
に
さ
れ

た
点
に
み
た
の
で
あ
る
。
但
、
蒋
の
策
の
う
ち
民
隠
に
係
わ
る
点

と
し
て
指
摘
さ
れ
た
飯
金
・
勧
絹
に
つ
い
て
は
、
そ
の
廃
止
を
求

め
る
世
論
も
あ
り
、
こ
れ
が
民
生
だ
け
で
な
く
国
用
（
財
政
）
に

も
係
か
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
曾
国
藩
が
江
浙
の
重
賦
を
減
じ
た
の
も
、
地
域
の

要
望
に
答
え
た
も
の
で
あ
り
、
勧
損
・
詣
金
仏
減
少
す
る
方
向
を

取
っ
た
の
で
あ
る
。
同
治
内
政
が
次
の
光
結
期
に
ど
の
よ
う
に
受

け
つ
が
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
な
る
課
題
で

あ
る
。

注
（
１
）
　
黄
鴻
壽
著
『
清
史
紀
事
本
末
（
下
）
』
巻
五
十
「
同
治
中
興
」

　
　
　
参
照
。

（
２
）
　
『
道
咸
同
光
四
朝
奏
議
』
第
五
回
　
故
言
博
物
院
清
代
史
科
叢

　
　
　
書
　
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
ヒ
○
）
所
収
、

　
　
　
　
蔡
壽
胆
「
天
象
示
倣
結
陳
管
見
疏
」
同
治
四
年
。

（
３
）
　
李
細
珠
著
『
晩
清
保
守
思
想
的
原
型
、
倭
仁
研
究
』
（
社
会
科

　
　
　
学
文
献
出
版
汁
　
二
〇
〇
〇
年
）
「
第
四
章
　
一
代
理
学
名
巨

　
　
　
第
五
節
　
往
慈
祓
与
突
訴
政
争
中
」
参
照
。

（
４
）
　
『
大
清
十
朝
聖
訓
　
穆
宗
毅
白
五
帝
Ｏ
』
巻
五
十
四
「
同
治
四
年

　
　
　
三
月
辛
亥
の
条
」
（
文
海
出
版
社
）
。

（
５
）
　
鼻
政
通
著
『
中
国
十
九
世
紀
思
想
巾
』
中
編
　
「
第
九
章
　
劉
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蓉
」
（
東
大
図
書
公
司
、
民
国
八
十
年
）
参
照
。

（
Ｇ
）
　
（
２
）
の
著
、
第
四
冊
　
所
収
、

　
　
　
蒋
埼
齢
「
中
興
十
二
策
疏
」
　
同
治
元
年
。

（
７
）
　
（
４
）
の
著
「
同
治
四
年
七
月
壬
午
の
条
、

　
　
　
『
清
史
稿
』
巻
四
百
一
一
十
五
、
劉
蓉
の
伝
に
「
映
廿
総
督
楊
岳

　
　
　
斌
疏
言
、
映
西
士
民
為
訴
柾
乞
留
、
詔
蓉
仰
署
巡
撫
」
と
あ
り
、

　
　
　
映
西
土
民
の
留
任
要
請
も
あ
り
、
留
任
と
な
っ
た
。

（
８
）
　
『
曾
文
正
公
書
札
』
巻
二
五
　
参
照
。
陳
蔡
と
は
内
閣
侍
読
学

　
　
　
上
陳
廷
経
と
蔡
寿
世
の
こ
と
。

　
　
　
尚
（
５
）
の
渥
の
中
で
、
陸
宝
千
著
『
劉
蓉
年
譜
』
（
中
火
研

　
　
　
究
院
近
代
史
研
究
所
　
一
九
七
九
）
に
曾
国
藩
の
書
の
中
に
み

　
　
　
え
る
某
公
と
は
倭
仁
を
指
し
て
い
る
と
あ
る
。

（
９
）
　
（
３
）
の
著
で
、
著
者
は
「
翁
同
訴
日
記
」
第
二
肝
　
七
九
八

　
　
　
頁
に
あ
る
清
流
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
こ
れ
が
清
流
又
は
清

　
　
　
議
と
い
う
要
語
の
始
ま
り
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
日
記
に
は

　
　
　
「
枢
廷
見
起
の
時
、
又
力
め
て
艮
老
を
祗
る
。
意
は
清
流
を
排

　
　
　
撃
す
る
に
在
り
て
、
畏
る
可
き
世
」
と
あ
る
。

（
1
0
）
　
（
５
）
　
の
１
　
「
中
編
　
第
八
章
曾
国
藩
　
第
四
節
　
曾
国
藩
的

　
　
　
９
　
養
」
に
、
唐
鑑
の
学
の
説
明
あ
り
。
そ
れ
に
よ
る
と
唐
鑑
は

　
　
　
程
朱
の
学
を
宗
と
し
、
経
済
の
学
を
主
張
し
た
が
、
唐
は
そ
れ

　
　
　
を
義
理
の
内
に
在
る
と
み
た
の
に
対
し
、
曾
は
径
済
・
義
理
・

　
　
　
辞
章
・
考
節
を
含
め
て
礼
学
と
し
た
点
に
特
色
か
お
る
。
こ
の

　
　
　
点
で
は
倭
仁
も
同
様
な
思
想
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
Ｈ
）
　
（
３
）
の
著
「
第
四
章
　
一
代
理
学
名
巨
、
第
四
節
、
大
学
士

　
　
　
管
理
戸
部
事
務
」
参
照
。

　
　
　
（
２
）
　
の
屈
作
　
第
四
冊
　
所
収
　
倭
に
等
「
議
後
滅
蘇
松
漕
額

　
　
　
疏
」
　
同
治
二
年
　
上
奏
あ
り
。

（
1
2
）
　
（
２
）
　
の
著
　
第
五
冊
　
所
収
　
曾
国
藩
「
請
致
中
外
会
議
勒

　
　
　
捻
事
宜
疏
」
同
治
四
年
。
李
鴻
章
「
覆
陳
河
洛
勒
情
形
疏
」

　
　
　
同
治
四
年
。

（
1
3
）
　
拙
著
『
中
国
近
代
政
治
思
想
史
概
説
』
（
汲
古
潜
院
　
一
九
九

　
　
　
三
年
）
「
第
二
草
、
第
二
節
白
　
太
平
天
国
運
動
と
稔
軍
」
参

　
　
　
照
。

（
1
4
）
　
拙
著
『
清
代
の
政
治
と
文
化
』
（
朋
友
書
店
　
二
〇
〇
二
年
）

　
　
　
「
第
二
部
　
第
二
章
　
文
人
王
細
に
関
す
る
一
考
察
、
一
、
開

　
　
　
港
後
の
清
朝
の
文
教
政
策
」
に
　
恭
親
王
と
倭
仁
の
論
争
　
そ

　
　
　
の
後
李
鴻
章
に
よ
っ
て
西
学
研
究
が
進
め
ら
れ
た
点
を
明
ら
か

　
　
　
に
し
た
。

（
1
5
）
　
（
２
）
の
著
　
第
五
冊
　
所
収
、
倭
仁
「
請
罷
同
文
館
疏
」
同

　
　
　
治
六
年
。

（
1
6
）
　
（
３
）
　
の
著
「
第
四
章
　
一
代
理
学
名
巨
　
第
六
節
　
同
文
館

　
　
　
之
争
的
主
角
」
参
照
。

（
1
7
）
　
（
３
）
の
著
「
第
四
章
、
第
ヒ
節
　
対
天
津
教
案
的
関
注
」
参

　
　
　
照
。

（
1
8
）
　
（
６
）
と
同
じ
。

（
1
9
）
　
（
６
）
と
同
じ
。
「
一
以
程
朱
為
帰
。
於
是
正
学
呂
明
、
囚
運
隆

　
　
　
盛
、
人
材
輩
出
、
流
風
除
韻
　
至
今
頼
之
。
…
…
鋏
一
則
欲
正
人

　
　
　
心
、
厚
風
俗
、
以
開
太
平
、
非
崇
正
学
、
以
興
教
止
不
能
也
。

　
　
　
則
蓋
不
仰
法
聖
祖
、
提
削
宗
風
、
退
孔
鄭
而
進
程
朱
、
賤
考
社
、

　
　
　
而
崇
理
学
。
今
財
之
能
為
宋
学
著
、
如
倭
に
・
李
彙
階
、
巳
属

　
　
　
碩
果
之
諒
、
宜
隆
以
師
儒
之
任
、
責
以
教
９
　
之
事
」
と
あ
る
。

（
2
0
）
　
拙
著
（
1
3
）
の
書
「
第
二
章
　
第
二
次
阿
片
戦
争
と
太
平
天
国
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運
動
、
第
三
章
　
洋
務
運
動
顛
に
お
け
る
外
交
と
内
政
」
参
照
。

　
　
　
こ
こ
で
筆
者
は
、
焙
金
は
最
初
兵
餉
捻
出
の
た
め
実
施
さ
れ
た

　
　
　
も
の
で
あ
る
が
、
後
李
鴻
章
は
そ
れ
を
稔
軍
の
兵
餉
や
近
代
企

　
　
　
業
創
設
の
費
用
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
、
ま
た
絹
納
も
強
制
賦

　
　
　
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
抽
飽
と
勧
掲
の
抑
制
を
要
望

　
　
　
す
る
上
奏
も
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
を
指
摘
し
た
。

（
2
1
）
　
（
６
）
と
同
じ
。

（
2
2
）
　
右
に
同
じ
。

（
2
3
）
　
『
大
清
穆
宗
毅
皇
帝
実
録
Ｏ
』
巻
二
十
二
、
「
同
治
元
年
　
三
月

　
　
　
辛
丑
の
条
　
（
台
湾
華
文
書
筒
総
発
行
）
。

（
2
4
）
　
（
２
）
の
著
　
第
五
冊
　
王
聖
「
請
定
外
吏
津
貼
公
費
疏
」
同

　
　
　
治
八
年
。

（
2
5
）
　
右
に
同
じ
。

（
2
6
）
　
（
２
）
の
苦
　
第
六
四
、
呉
鴻
恩
「
敬
献
詞
莞
疏
」
同
治
十
二

　
　
　
年
。

（
2
7
）
　
右
に
同
じ
。

（
2
8
）
　
佐
伯
富
『
中
国
史
研
究
　
第
三
』
東
洋
史
研
究
叢
刊
二
十
一
之

　
　
　
三
、
（
同
朋
舎
　
昭
和
五
十
二
年
）
所
収
、
「
清
代
雍
正
朝
に
お

　
　
　
け
る
養
廉
銀
の
研
究
－
地
方
財
政
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

（
2
9
）
　
（
６
）
に
同
じ
。
「
至
於
京
官
之
羨
外
官
、
正
所
謂
好
官
不
過
多

　
　
　
得
銭
、
而
以
今
之
外
官
論
、
則
無
一
応
得
之
銭
、
然
終
於
羨
之

　
　
　
者
、
豊
人
人
思
為
貪
墨
哉
、
則
以
外
官
有
相
沿
不
除
之
嗣
規
也
。

　
　
　
嗣
規
之
大
端
、
惟
州
県
徴
収
銭
糧
、
平
節
折
色
、
浮
取
於
民
」

　
　
　
と
あ
る
。
（
2
8
）
の
著
に
平
絲
銀
と
は
純
然
た
る
高
節
で
あ
り
、

　
　
　
従
来
は
礼
金
と
し
て
授
与
さ
れ
た
規
礼
の
こ
と
で
あ
り
、
青
吏

　
　
　
の
取
得
分
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
あ
る
。

（
3
0
）
　
右
に
同
じ
。

（
3
1
）
　
（
2
3
）
と
同
じ
。
（
2
8
）
の
著
に
清
末
に
な
る
と
財
政
の
不
如
意

　
　
　
か
ら
、
こ
の
養
廉
銀
さ
え
、
支
給
を
停
１
　
し
た
り
、
減
額
さ
れ

　
　
　
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
太
平
天
国
乱
後
そ
れ
を
旧
に
復
す

　
　
　
る
案
が
浮
上
し
て
く
る
過
作
を
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
著
者
は

　
　
　
蒋
の
十
二
策
を
例
に
あ
げ
て
養
収
銀
の
裁
徹
を
思
い
止
る
よ
う

　
　
　
上
請
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
筒
の
故
断
で
あ
っ
た
。

（
3
2
）
　
（
２
）
の
著
、
第
五
冊
　
丁
日
日
『
「
條
㈱
力
戒
因
循
疏
」
同
治

　
　
　
八
年

（
3
3
）
　
（
２
）
の
著
　
第
六
服
　
工
凱
泰
「
応
詔
陳
言
疏
」
　
同
治
十
二

　
　
　
年

（
3
4
）
　
右
に
同
じ
。

（
3
5
）
　
外
電
内
軽
と
は
、
外
官
が
重
く
内
官
が
軽
い
と
い
う
事
で
、
こ

　
　
　
れ
は
俸
給
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
（
６
）
　
の
著
で
蒋
稀
齢
は

　
　
　
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
「
縁
京
官
俸
入
太
微
、
不
能
自
給
。

　
　
　
於
是
垂
挺
外
用
、
日
久
成
風
気
」
と
い
う
。
こ
こ
で
蒋
は
漢
唐

　
　
　
よ
り
元
明
ま
で
は
類
ね
重
内
軽
外
で
あ
っ
た
と
し
、
漢
の
汲
賠

　
　
　
や
唐
の
班
景
情
の
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
は

　
　
　
そ
の
後
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
曾
国
藩
の
幕
友
で

　
　
　
あ
っ
た
蔀
隔
成
が
光
緒
元
年
「
応
詔
陳
言
疏
」
治
平
六
策
で
蒋

　
　
　
と
同
様
の
策
を
進
言
し
て
い
る
。

（
3
6
）
　
（
６
）
の
著
、
蒋
の
中
興
ト
ニ
策
。

（
3
7
）
　
右
に
同
じ
。

（
3
8
）
　
右
に
同
じ
。

（
3
9
）
　
（
2
3
）
に
同
じ
。
「
又
諭
前
囚
祁
寓
藻
・
景
其
溶
、
先
後
奏
請
疏

　
　
　
通
正
途
、
以
清
吏
治
、
富
樫
降
旨
、
交
吏
部
議
奏
。
嗣
披
該
部
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奏
請
酌
量
変
通
辨
理
、
已
依
議
行
矣
。
茲
顛
蒋
碕
齢
奏
川
班
軍

　
　
　
功
、
妨
爆
正
途
、
観
列
近
日
情
形
、
清
飾
変
通
辨
理
等
語
。
」

（
4
0
）
　
（
2
3
）
に
同
じ
。

（
肘
）
　
（
3
2
）
と
同
じ
。

（
4
2
）
　
（
3
3
）
と
同
じ
。

（
4
3
）
　
（
６
）
と
同
じ
。

（
4
4
）
　
（
６
）
と
同
じ
。

（
4
　
5
）
　
（
2
3
）
に
同
じ
。

（
耶
）
　
（
６
）
と
同
じ
。

（
4
7
）
　
（
2
3
）
に
同
じ
。

（
4
8
）
　
『
劉
中
丞
（
霞
仙
）
奏
疏
』
近
代
中
国
史
科
叢
刊
第
二
十
七
輯

　
　
　
（
文
海
出
版
社
）
巻
一
　
「
座
情
乞
退
疏
」
同
治
元
年
八
月
十
四

　
　
　
日
の
項
に
「
藩
司
濾
情
乞
退
、
顛
実
代
奏
一
摺
、
櫨
腸
四
川
布

　
　
　
政
使
劉
蓉
…
…
因
見
蒋
埼
齢
所
陳
中
興
十
二
策
中
、
有
慎
名
器

　
　
　
一
条
、
益
為
愧
棟
、
請
立
賜
罷
胆
、
代
為
陳
奏
各
等
語
。
劉
蓉

　
　
　
以
湘
楚
諸
生
、
迭
経
胡
林
翼
、
駱
秉
章
保
奏
、
受
両
朝
特
達
之

　
　
　
知
、
不
次
超
擢
、
原
典
各
路
軍
営
、
濫
保
朧
進
貢
不
同
。
…
…

　
　
　
所
有
駱
秉
章
代
劉
蓉
㈱
情
乞
退
之
處
、
著
附
市
議
。
劉
蓉
惟

　
　
　
言
如
常
供
職
、
盗
心
地
方
公
事
、
以
回
報
萌
勉
為
名
臣
、
囚
不

　
　
　
必
務
退
譲
之
虚
文
也
、
欽
之
。
」

（
4
9
）
　
（
3
3
）
と
同
じ
。

（
5
0
）
　
萌
福
成
『
庸
庵
文
外
編
』
巻
べ
所
収
「
選
挙
論
」
下
　
突
酉

　
　
　
（
同
治
十
二
年
）
。

（
5
1
）
　
拙
著
『
清
代
政
治
思
想
と
阿
片
戦
争
』
所
収
「
包
吐
巨
の
経
世

　
　
　
思
想
」
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
）
。

（
5
2
）
　
（
６
）
と
同
じ
。

（
5
3
）
　
（
2
3
）
に
同
じ
。

（
5
4
　
）
　
（
２
）
　
の
著
　
第
四
冊
　
厳
樹
森
「
覆
陳
派
世
官
吏
窒
説
難
行

　
　
　
疏
」
同
治
元
年
。

（
5
5
）
　
（
２
）
の
著
　
第
四
冊
　
曾
協
均
「
敬
陳
管
見
疏
」
、
黎
庶
昌

　
　
　
「
條
陳
時
事
疏
」
同
治
元
年
。
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